
100 億企業ネットワーク形成事業委託業務プロポーザル審査要領

100億企業ネットワーク形成事業委託業務に係るプロポーザルの審査に関する事項を次に定め

ます。

１ 審査の対象となる事業者

審査は、次の各号をすべて満たす事業者を対象に行います。

(１) 別途定める「100億企業ネットワーク形成事業委託業務プロポーザル募集要領」（以下、

「募集要領」という。）に規定する資格要件を満たす参加者

(２) 募集要領に規定する期限内に、必要な書類の全てを提出した参加者

(３) 募集要領により、適正に書類を作成した参加者

２ 審査の項目及び点数

総合点数は100点満点とし、審査項目と審査項目ごとの配点は次のとおりです。

(１) 基本的な考え方 （ 10点）

(２) セミナーの開催概要等（広報企画含む） （ 35点）

（３） 意見交換会の開催概要等 （ 35点）

(４) 実施体制・スケジュール （ 5点）

(５) 業務実績 （ 5点）

(６) 経費見積 （ 5点）

（７） 県が推進する施策への取り組み （ 5点）

３ 審査委員会

参加者から提出された企画提案書に基づきプレゼンテーションを行う審査委員会を開催しま

す。

(１) 日時、場所

令和８年３月27日（金）午後（予定）（オンライン）

(２) プレゼンテーション

ア プレゼンテーションの時間と順番は別途お知らせいたします。

（プレゼンテーションは１５分、質疑応答１５分程度を予定）

イ 各社のプレゼンテーション終了後、審査委員からの質疑の時間を設けます。

４ 審査の方法

(１) 審査委員会では、提出された企画提案書と、審査委員会におけるプレゼンテーションに

対する審査を行います。

(２) 各審査委員は、プレゼンテーションと質疑の終了後、別紙「審査基準」に基づいて審査

を行います。

(３) 全ての参加者の審査の終了後に、各審査委員の審査結果を集計し、審査委員の評価の平

均点数が60点以上の企画提案書について、審査による得点が上位の者から順に契約の相手

方の候補者と次点者を決定します。

(４) 審査の結果、最高点の者が同点で２者以上ある場合は、経費見積が安価な者から順に候

補者と次点者を選定します。



審査基準

番号 審査の項目 審査の視点 配点 合計

１
基本的な考え

方

売上高100億円規模を目指す成長意欲の高い企業の

創出の必要性、本業務のねらいを十分理解している

か

10点 10点

２

セミナーの開

催概要等（広

報企画含む）

セミナーの実施内容や進め方等について、具体的に

明示されているか
15点

35点
セミナーの内容が魅力的で、多くの方が参加したい

と思える内容かつ100億企業を目指したいと思える

内容となっているか

15点

本業務の効果を高めるような広報の独自提案が盛り

込まれているか
5点

３
意見交換会の

開催概要等

意見交換会の実施内容や進め方等について、具体的

に明示されているか
15点

35点

成長を目指す経営者同士の成長意欲の維持及び向上

につながり、継続的なネットワーク形成につながる

工夫がされた内容となっているか

15点

本業務の効果を高めるような独自提案が盛り込まれ

ているか
5点

４
実施体制・

スケジュール

十分な能力や経験及び実績を有する責任者及び担当

者を配置しているか

実施スケジュールは適切か

5点 5点

５ 業務実績
提案内容と類似の業務実績があり、円滑な業務の遂

行が見込めるか
5点 5点

６ 経費見積
予算の範囲内であり、積算内訳及び根拠が明確に示

されているか
5点 5点

７

県が推進する

施策への取り

組み

「高知県ワークライフバランス推進企業」の認証を

受けているか
１点

5点

こうち男性育休推進企業に登録しているか １点

障害者の雇用促進に関する取組のうち、次のいずれ

かに該当するか

（１）法定雇用率制度の適用があり、かつ、法定雇用

利率を超えて障害者を雇用しているか

（２）法定雇用率制度の適用はないが、障害者雇用率

に算入される雇用者を常用労働者として雇用してい

るか

１点

県内事業者（高知県内に本店を有する者）であるか １点

「こうちSDGs推進企業」に登録しているか １点

合計 100点

別紙


